
＊公益財団法人松藤奨学育成基金・ 20 2 6年度奨学生募集要項

I 対象となる者の資格

1. 長崎県内に住所を有する者の子弟で高等学校、工業高等専門学校、短期大学または大学に在学

している者、あるいは、それらの学校、大学に進学を希望する者で次に該当する者。

(1) 交通事故によって家計の支持者または保護者が死亡するか、または当該事故に起因する重度

の後遺障害のため、就業不能となった結果、経済的に支障を生じ、修学の継続もしくは上級学

校への進学が困難となった者。

(2) (1)以外で、向学心に富み、有能な素質を持ちながら、家庭の経済的理由によって、進学ある

いは修学の継続が著しく困難である者。

(3) (1)、(2)いずれの場合も、修学意欲が高く、品行方正で身体強健である者。

JI 奨学金

1.奨学金の貸与額 （月額）

自宅通学 自宅外通学

公立 22, 000円 24, 000円

商等学校生←—-----------------+------------------------------------------------—•-------------------------------------------------

私立 31, 000円 36, 000円

公立 25, 000円 27, 000円

工業高等専門学校生トー-----------------~-------------------------------------------------•-----------------------------------

私立 32, 000円 37, 000円

公立 40, 000円 41, 000円

短期大学生←—-----------------+------------------------------------------------―~---------------------------------

私立 40, 000円 41, 000円

公立 42, 000円 42, 000円

大 学 生卜—-----------------—←------------------------------------------------>----------------------------------------

私立 48, 000円 48, 000円

2.奨学金の貸与期間
高等学校、工業高等専門学校、短期大学または大学の所定修学期間とするが、既に在学中の者

については、その残存修学期間とする。なお、本年度の採用決定者に対しては2026年4月

分から貸与する。

3. 奨学金の利息

貸与奨学金には利息をつけない。

4. 奨学金の返還
貸与を受けた奨学金は、貸与の終了した月の翌月から 6カ月を経過した後、最長 10年以内の

期間に、月賦、 3カ月賦、半年賦または年賦のいずれかの方法により分割して返還するものと

する。ただし、いつでも繰り上げ返還することができる。

5. 交通遺児に対する特例
交通遺児（上記Iの1-(1)に該当する者）については、貸与した奨学金の半額について返還を
免除する。
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皿 出願に際して提出する書類

1. 奨学生願書
(1) 「他の育英機関よりの奨学金の有無」に関しては、当該欄の「有・申請中・無」の別のいず

れかを0で囲み、「有」もしくは 「申請中」の場合には、「長崎県育英会」あるいは 「00奨学
金」など、必ずその機関の名称を明記すること。

(2) 出身学校欄には、学校名とともに卒業年月日を付記すること。

(3) 本籍欄は、都道府県のみ記入すること。

(4) 現住所欄には、郵便番号、電話番号を付記すること。

(5) 家族欄には、家族全員について同居、別居の別を記入し、収入のある家族については、それ

ぞれ、収入の種類、所得額を明記すること。

＊ 父母以外に主たる家計の支持者がある場合は、その旨を明示すること。

＊ 農業、漁業その他自営業の場合は、耕作面積、漁業の種類、自営業の内容などを付記すること。

(6) 父母の死亡または生別について該当する場合は、必ず記入すること。

(7) 家計の支出状況及び資産に関しては、できるだけ詳細に記入すること。

(8) 「奨学金の貸与を希望する理由」ならびに「家庭の特記事項」に関しては、要点を的確に記

述すること。

(9) 連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学金の返還に責任を負うことができる者でなければな

らない。原則、本人の親とすること。ただし、やむを得ない理由がある場合には、親に代わる

者とする。（連帯保証人は 1名）

2. 添付書類

願書には写真を貼付するほか、必ず次の書類を添付すること。

(1) 所帯全員の住民票の写

(2) 学業成績証明書 ※① 

(3) 在学証明書

(4) 最近の健康診断書

(5) 生計を共にする父母兄弟等の所得証明又はこれに代わるもの ※② 

(6) 連帯保証人の所得証明又はこれに代わるもの ※② 

(7) 交通遺児の場合は、交通事故証明書

※① 学業成績証明書：在学生は直前の学年の、また、新たに入学した者については、直前出

身校における最終学年の成績証明書とする。

※② 所得証 明：勤労者にあっては勤務先で発行される源泉徴収票(20 2 5年分）を、

その他の場合は、市町村長の発行する 20 2 5年分の所得を証明する書類、または所得

税の確定申告の写等 （税務署の受付印があるもの）を添付すること。

3.学校長、学長又は学部長の推薦調書

w 願書の提出方法及び期限
奨学生願書は、学校長、学長を経由して、 2026年5月20日迄に必着するように提出すること。

V 決定通知

採否の決定結果については、 7月中旬までに学校を経由して本人に通知する。

VI 補足
他の奨学金との併願、併給可

募集についての連絡、照会先

〒850-0036 長崎市五島町3番25号
公益財団法人松藤奨学育成基金事務局

電話： 095-822-7165 担当：松熊

https: / /www.matsufuji-gr.com/ E-mail: m_shogakukin@matsufuji-gr.com 

大学受付期限：2026年5月7日（木）17時
①（年度内初回申請時のみ「学内選考用データ登録用紙」を学生センター2階経済支援係窓口へ提出
②「大学推薦奨学金申請書」を専用フォームか学生センター2階経済支援係窓口へ提出
③下記Ⅲ1～3の書類を学生センター2階経済支援係窓口へ提出

※「大学名」～「同上家族住所」まで入力済みのファイルを担当指導教員の方へ送付の上、「推薦所見」部分の作成を依頼してください。
※下部の年月日・大学名・押印欄は何も記入しないでください。
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